
新旧対照表

新 旧

高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱

第１条～第 16 条 「略」

附則

「略」

附則

この要綱は、令和７年 月 日から施行する。ただし、令和６年度事業については、従前の例に

よるものとする。

高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱

第１条～第 16 条 「略」

附則

「略」

「新設」



新旧対照表

新 旧

別表第１（第２条、第３条、第８条関係）

区　　　分 採　択　基　準
０１　体質強化・

花粉削減

１　間伐材生産 （略） （略） １　森林法（昭和26年法律第249号）第11条に規定する森林経営

計画対象森林において本事業を実施する場合は、当該計画に基
づいて行うこと。

２　森林経営計画が作成されていない森林で本事業を実施しよ
うとする場合は、事業実施前又は事業実施後において、当該森

林を森林経営計画の対象森林とするよう努めること。

３ １施行地が0.1ha以上であること。なお、１施行地とは原則

として接続する区域とする。

（略）

関連条件整備
活動

対象森林の調査及び森林所有
者の同意取付け等(間伐材の
生産と一体的に実施)

（略） 定額
22,000円/ha以内

森林作業道整
備

作設
　土工

　擁壁工(ふとんかご工）
　　　　(丸太積土留工)

　排水施設工(横断排水工
　　　　　　　･洗越工)
　その他(その他)

補強

その他

１　（略）

２　知事が定める森林作業道作設指針の基準を満たしたものと
する。

幅員に応じて以下の補助率とする。

2.0ｍ以上2.5ｍ未満
　定額

　1,200円/ｍ以内
　（1,000円未満切捨て）

2.5ｍ以上3.0ｍ未満　
　定額
　2,000円/ｍ以内

　（1,000円未満切捨て）

鳥獣被害対策
防止施設等の
整備

鳥獣害防止ネット
食害防止チューブ
食害防止単木保護ネット

（略） （略）

２　路網の整備 （略） （略） １　知事が定める林業専用道作設指針の基準を満たしたものと
する。この場合において設計及び積算は、森林整備保全事業設

計積算要領等によるものとする。

２　本体工事は、設計と分離して建設事業体（建設業法（昭和

24年法律第100号)の許可を受けた建設業者をいう。）に発注す
ること。ただし、建設事業体との共同事業として実施する等外

部に発注することができない場合や、外部に発注しないことに
より事業執行の迅速化及び効率化に大きな効果が見込まれる場
合等の例外的な場合を除く。

３　（略）

（略）

（削除） （削除） （削除）

本表の「０１　体質強化・花
粉削減」、「１　間伐材生

産」の「関連条件整備活動
等」の「森林作業道整備」に

準ずる。

１　知事が定める森林作業道作設指針の基準を満たしたものと
する。

２　（略）

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の

「森林作業道整備」に準ずる。

対象森林の調査及び森林所有
者の同意の取付け等(林業専

用道(規格相当)整備及び森林
作業道整備と一体的に実施)

林業専用道(規格相当)整備及び森林作業道整備に着手する上
で、直接必要となるもの

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の

「関連条件整備活動」に準ずる。

補　助　対　象　経　費

（略）

（略）

（削除）

（略）

（略）

メニュー 事業実施主体 事業種目 補　助　率
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連
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別表第１（第２条、第３条、第８条関係）

区　　　分 採　択　基　準
０１　体質強化・
花粉削減

１　間伐材生産 （略） （略） （略） 1 本事業は、原則として、森林法（昭和26年法律第249号）第11
条に規定する森林経営計画対象森林において実施するものとす
る。ただし、森林経営計画が作成されていない森林であって

も、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合は事業を実施する
ことができる。

ア 本事業を実施する森林が存する林班内に森林経営計画が作成

されている場合（森林法施行規則第33条第２号に基づく森林経
営計画が作成されているが、本事業を実施する森林と合わせて
も同条第１号イに基づく森林経営計画（以下「林班計画」とい
う。）が作成できない場合を除く。）、又は本事業を実施する
森林が存する同号ロに定める区域内に林班計画若しくは同号ロ

に基づく森林経営計画が作成されている場合は、事業完了後の
実績報告時に当該森林が森林経営計画の対象森林であること又
は事業の完了年度の翌年度までに当該森林を森林経営計画の対
象森林とすることを確認できるもの

イ アに該当しない場合は、事業完了後に当該森林を森林経営計
画の対象森林とするよう努めることを確認できるもの。なお、
本事業の交付申請後、事業完了までの間にアに掲げる場合に該
当する森林経営計画が作成された場合は、アと同様の取扱いと

する。

2 １施行地が0.1ha以上であること。なお、１施行地とは原則と
して接続する区域とする。

（略）

関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有
者の同意取付け等

（略） 定額
19,500円/ha以内

森林作業道整備 １　（略）

２　知事が定める森林作業道の作設に関する指針の基準を満た
したものとする。

定額
作業道開設総延長に対し1メートル当たり
2,000円を上限とする。

鳥獣被害対策防止施設等の整
備

（略） （略）

２　路網の整備 （略） （略） （略） １　車道幅員、路肩、曲線半径、縦断勾配及び路盤について、
原則として、知事が定める林業専用道の作設に関する指針の基

準を満たしたものとする。この場合において設計及び積算は、
森林整備保全事業設計積算要領等によるものとする。

２　本体工事は、設計と分離して建設事業体（建設業法（昭和
24年法律第100号)の許可を受けた建設業者をいう。）に発注す

ること。ただし、建設事業体との共同事業として実施する等外
部に発注することができない等の例外的な場合や、早期着手を
可能とする観点から事業主体が自ら工事を実施する場合を除
く。

３　（略）

（略）

関連条件整備 対象森林の調査及び森林所有
者の同意の取付け等(林業専
用道(規格相当)整備と一体的
に実施)

林業専用道(規格相当)整備に着手する上で、直接必要となるも
の。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準
ずる。

（略） 作設
　土工
　擁壁工(ふとんかご工）
　　　　(丸太積土留工)

　排水施設工(横断排水工
　　　　　　　･洗越工)
　その他(その他)

補強

その他

１　知事が定める森林作業道の作設に関する指針の基準を満た
したものとする。

２　（略）

定額
作業道開設総延長に対し1メートル当たり
2,000円を上限とする。

別表第３付表に規定する上限建設費の範囲内
で、必要があると認められるものであること

（略） 対象森林の調査及び森林所有
者の同意の取付け等(森林作
業道整備と一体的に実施)

森林作業道整備に着手する上で、直接必要となるもの 本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準
ずる。

補　助　対　象　経　費
メニュー 事業実施主体 事業種目 補　助　率



新旧対照表

新 旧

３　スギ人工林伐採重点区域に

おける路網の整備

（略） （略） １　知事が定める林業専用道作設指針の基準を満たしたものと

する。この場合において設計及び積算は、森林整備保全事業設
計積算要領等によるものとする。

２　本体工事は、設計と分離して建設事業体（建設業法（昭和
24年法律第100号)の許可を受けた建設業者をいう。）に発注す

ること。ただし、建設事業体との共同事業として実施する等外

部に発注することができない場合や、外部に発注しないことに
より事業執行の迅速化及び効率化に大きな効果が見込まれる場

合等の例外的な場合を除く。

３　知事が別に定める生産基盤強化区域内、かつスギ人工林伐

採重点区域内又は人工造林等の施業のためにスギ人工林伐採重

点区域へ接続するための実施であること。

（略）

（削除） （削除） （削除）

（略） １　知事が定める森林作業道作設指針の基準を満たしたものと
する。

２　知事が別に定める生産基盤強化区域内、かつスギ人工林伐
採重点区域内又は人工造林等の施業のためにスギ人工林伐採重

点区域へ接続するための実施であること。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の

「森林作業道整備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花

粉削減」、「２　路網整備」
の「関連条件整備」に準ず

る。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　路網整備」の

「関連条件整備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　

間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の
「関連条件整備活動」に準ずる。

０２　循環成長 １　間伐材生産 （略） （略） （略） （略）

関連条件整備
活動

本表の「０１　体質強化・花
粉削減」、「１　間伐材生

産」の「関連条件整備活動

等」の「関連条件整備活動」
に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材生産」の
「関連条件整備活動等」の「関連条件整備活動」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の

「関連条件整備活動」に準ずる。

森林作業道整
備

本表の「０１　体質強化・花
粉削減」、「１　間伐材生

産」の「関連条件整備活動

等」の「森林作業道整備」に
準ずる。

１　間伐材の生産と一体的に実施するもの

２　知事が定める森林作業道作設指針の基準を満たしたものと

する。

３　知事が別に定める生産基盤強化区域内又は市町村が別に定

める市町村森林整備計画の効率的施業区域内で実施すること。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の

「森林作業道整備」に準ずる。

鳥獣被害対策

防止施設等の

整備

本表の「０１　体質強化・花

粉削減」、「１　間伐材生

産」の「関連条件整備活動
等」の「鳥獣被害対策防止施

設等の整備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材生産」の

「関連条件整備活動等」の「鳥獣被害対策防止施設等の整備」

に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　

間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の

「鳥獣被害対策防止施設等の整備」に準ず
る。

２　路網の整備 （略） （略） １　知事が定める林業専用道作設指針の基準を満たしたものと

する。この場合において設計及び積算は、森林整備保全事業設

計積算要領等によるものとする。

２　本体工事は、設計と分離して建設事業体（建設業法（昭和

24年法律第100号)の許可を受けた建設業者をいう。）に発注す
ること。ただし、建設事業体との共同事業として実施する等外

部に発注することができない場合や、外部に発注しないことに

より事業執行の迅速化及び効率化に大きな効果が見込まれる場
合等の例外的な場合を除く。

３　知事が別に定める生産基盤強化区域又は市長村が別に定め
る市町村林整備計画の効率的施業区域の全部又は一部が含まれ

る路線において行われるものであり、かつ、選定経営体による

間伐、人工造林等が計画されていること。

（略）

（削除） （削除） （削除）

本表の「０１　体質強化・花

粉削減」、「１　間伐材生

産」の「関連条件整備活動
等」の「森林作業道整備」に

準ずる。

１　知事が定める森林作業道作設指針の基準を満たしたものと

する。

２　知事が別に定める生産基盤強化区域又は市長村が別に定め

る市町村林整備計画の効率的施業区域の全部又は一部が含まれ

る路線において行われるものであり、かつ、選定経営体による
間伐、人工造林等が計画されていること。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　

間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の

「森林作業道整備」に準ずる。

改良
　土工

　擁壁工(ふとんかご工）

　　　　(丸太積土留工)
　排水施設工(横断排水工

　　　　　　　･洗越工)

　その他(その他)

１　知事が定める森林作業道作設指針の基準を満たしたものと
する。

２　選定経営体による間伐、人工造林等が計画されている、知
事が別に定める生産基盤強化区域内又は市町村が別に定める市

町村森林整備計画の効率的施業区域内の既設森林作業道で実施

すること。

３　１箇所あたりの事業費（路線の効用の発揮上、一体的に施

行することが必要な同一路線内の事業費をいう。）が、おおむ
ね200,000円以上であること。

事業費の１／２以内

（略）

（削除）

（略）

（略）

（略）

（略）

（削除）

（略）

森林作業道の機能
強化

関
連

条

件
整

備

活
動

等

３　スギ人工林伐採重点区域に

おける路網の整備

（略） （略） （略） １　車道幅員、路肩、曲線半径、縦断勾配及び路盤について、

原則として、知事が定める林業専用道の作設に関する指針の基
準を満たしたものとする。この場合において設計及び積算は、

森林整備保全事業設計積算要領等によるものとする。

２　本体工事は、設計と分離して建設事業体（建設業法（昭和

24年法律第100号)の許可を受けた建設業者をいう。）に発注す

ること。ただし、建設事業体との共同事業として実施する等外

部に発注することができない等の例外的な場合や、早期着手を
可能とする観点から事業主体が自ら工事を実施する場合を除

く。

３　知事が別に定める生産基盤強化区域内かつスギ人工林伐採

重点区域で実施すること。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　

路網整備」の「林業専用道（規格相当）整
備」に準ずる。

関連条件整備 対象森林の調査及び森林所有
者の同意の取付け等(林業専

用道(規格相当)整備と一体的

に実施)

林業専用道(規格相当)整備に着手する上で、直接必要となるも
の。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準

ずる。

（略） （略） １　知事が定める森林作業道の作設に関する指針の基準を満た

したものとする。

２　知事が別に定める生産基盤強化区域内かつスギ人工林伐採

重点区域で実施すること。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　

路網整備」の「森林作業道整備」に準ずる。

（略） 対象森林の調査及び森林所有
者の同意の取付け等(森林作

業道整備と一体的に実施)

森林作業道整備に着手する上で、直接必要となるもの 本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準

ずる。

０２　循環成長 １　間伐材生産 （略） （略） （略） （略） （略）

関連条件整備活

動等

対象森林の調査及び森林所有

者の同意取付け等

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材生産」の

「関連条件整備活動等」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　

間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準

ずる。

森林作業道整備 本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材生産」の

「関連条件整備活動等」に準ずる。ただし、知事が別に定める

生産基盤強化区域内で実施すること。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　

間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準

ずる。

鳥獣被害対策防止施設等の整

備

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材生産」の

「関連条件整備活動等」に準ずる。

別途高知県造林事業で定める１ha当たり又は

10ｍ当たりの標準単価（間接費含む。）の２

分の１（1,000円未満切捨て）により算出し
た額以内。

２　路網の整備 （略） （略） （略） １　知事が別に定める生産基盤強化区域又は市長村が別に定め
る市町村林整備計画の効率的施業区域内において行われるもの

であり、かつ、選定経営体による間伐等が計画されているこ

と。

２　林業専用道（規格相当）

　ア　知事が定める林業専用道の作設に関する指針の基準を満
たすことが難しい場合には、知事に協議すること。

　イ　建設事業体の参入機会を設ける観点から、本体工事につ

いては外部に発注すること。ただし、建設事業体との共同事業

として実施する等外部に発注することができない場合、外部に
発注しないことにより事業執行の迅速化及び効率化に大きな効

果が見込まれる場合等の例外的な場合を除く。

（略）

関連条件整備 本表の「０１　体質強化・花
粉削減」、「２　路網の整

備」の「関連条件整備」に準

ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　路網の整備」の
「関連条件整備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準

ずる。

（略） 本表の「０１　体質強化・花
粉削減」、「２　路網の整

備」の「森林作業道整備」に

準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　路網の整備」の
「森林作業道整備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　
路網の整備」の「森林作業道整備」に準ず

る。

（新設） （新設） （新設） （新設）



新旧対照表

新 旧

対象森林の調査及び森林所有
者の同意の取付け等(林業専
用道(規格相当)整備、森林作

業道整備及び森林作業道整備
の機能強化と一体的に実施)

林業専用道(規格相当)整備、森林作業道整備及び森林作業道整
備の機能強化に着手する上で、直接必要となるもの

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」の
「関連条件整備活動」に準ずる。

３　低コスト再造林対策 （略） （略） １～６　（略）

７　（削除）

別表第４のとおり

（略） １～５　（略）　

６　（削除）

別表第４のとおり

（略） １　１施行地は、0.1ha以上とする。なお、１施行地とは、原則
として接続する区域とし、事業実施主体が本事業を申請する際

の最低単位とすることができる。

２　同一施行地における３回までの下刈りを条件とする。

３　従来の造林と比べ、効率的・低コスト化が図られると期待
される技術で実施すること。

別表第４のとおり

（略） （略） 別表第４にある、一体的に実施する一貫作業

システム及び低コスト造林（以下、「本体事
業」という。）の条件区分が①に該当する場
合及び下刈りの場合は、事業費の２／３以内

とし、単価の上限は666,000円。
（1,000円未満切捨て）

別表第４にある、本体事業の条件区分が②に
該当する場合、事業費の１／２以内とし、単
価の上限は500,000円。

（1,000円未満切捨て）

関連条件整備
活動

対象森林の調査及び森林所有
者の同意取付け(一貫作業シ

ステム、低コスト造林及び下
刈りと一体的に実施)

森林施業に着手する上で、直接必要となるもの。ただし、次の
ア及びイについては、１施行地につき１度までとする。

ア　複数年にわたる造林の長期受委託契約の締結に係る同意の
取り付けのために要する経費
イ　再造林経費の拠出を目的とした基金の造成及び運営に要す

る経費

別表第４にある、本体事業の条件区分が①に
該当する場合及び下刈りの場合は、事業費の

２／３以内とし、単価の上限は29,000円
/ha。
（1,000円未満切捨て）

別表第４にある、本体事業の条件区分が②に
該当する場合、事業費の１／２以内とし、単

価の上限は22,000円/ha。
（1,000円未満切捨て）

森林作業道整
備

本表の「０１　体質強化・花
粉削減」、「１　間伐材生
産」の「関連条件整備活動

等」の「森林作業道整備」に
準ずる。

１　本表の「０２　循環成長」、「３　低コスト再造林対策」
の一貫作業システム、低コスト造林及び下刈りと一体的に実施
するもの。

２　知事が定める森林作業道作設指針の基準を満たしたものと
する。

別表第４にある、本体事業の条件区分が①に
該当する場合及び下刈りの場合は、事業費の
２／３以内とし、単価の上限は2,600円/m。

（1,000円未満切捨て）

別表第４にある、本体事業の条件区分が②に

該当する場合、事業費の１／２以内とし、単
価の上限は2,000円/m。
（1,000円未満切捨て）

鳥獣被害対策

防止施設等の
整備

本表の「０１　体質強化・花

粉削減」、「１　間伐材生
産」の「関連条件整備活動
等」の「鳥獣被害対策防止施

設等の整備」に準ずる。

本表の「０２　循環成長」、「３　低コスト再造林対策」の一

貫作業システム、低コスト造林及び下刈りと一体的に実施する
鳥獣害防止ネット等

別表第４にある、本体事業の条件区分が①に

該当する場合及び下刈りの場合は、別途高知
県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ当た
りの標準単価（間接費含む。）の３分の２

（千円未満切捨て）により算出した額以内。

別表第４にある、本体事業の条件区分が②に

該当する場合、別途高知県造林事業で定める
１ha当たり又は10ｍ当たりの標準単価（間接
費含む。）の２分の１（千円未満切捨て）に

より算出した額以内。

　　　（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

関
連

条
件
整

備
活
動

等

（略） 本表の「０１　体質強化・花
粉削減」、「２　路網の整

備」の「関連条件整備」に準
ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　路網の整備」の
「関連条件整備」に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　
間伐材生産」の「関連条件整備活動等」に準

ずる。

３　低コスト再造林対策 （略） （略） （略） １～６　（略）

７　知事が別に定める生産基盤強化区域内で実施すること。

実行経費の３分の２(最大85万円/ha)、に、
「高知県造林事業査定要領」に基づき算出し

た間接費を加算した額（千円未満切捨て）。

ただし、実行経費が１ヘクタールあたりの標
準単価上限1,276,000円を超える場合、２分

の１（千円未満切捨て）、上限638,000円/ha
（間接費除く。）とする。

（略） （略） １～５　（略）

６　知事が別に定める生産基盤強化区域内で実施すること。

実行経費の３分の２（最大578,000円/ha）、
に、「高知県造林事業査定要領」に基づき算

出した間接費を加算した額（千円未満切捨
て）。

ただし、実行経費が１ヘクタールあたりの標

準単価上限867,000円を超える場合、２分の
１（千円未満切捨て）、上限433,000円/ha
（間接費除く。）とする。

（略） （略） 本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材生産」の
「間伐材の生産」に準じ、知事が別に定める生産基盤強化区域

内で実施すること。

実行経費の３分の２（上限124,000円/ha）に
「高知県造林事業査定要領」に基づき算出し

た間接費を加算した額（千円未満切捨て）。

同一施行地における３回までの下刈りを条件

とする。

（略） （略） （略） 補助率は同時に実施した上記の一貫作業、低
コスト造林、下刈りによる。

補助率が実行経費の３分の２の場合、上限

666,000円（千円未満切捨て）。

補助率が２分の１の場合、

上限50万円（千円未満切捨て）。

関連条件整備活
動等

対象森林の調査及び森林所有
者の同意取付け

本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材の生産」
の「関連条件整備」に準ずる。ただし、次のア及びイについて

は、１施行地につき１度までとする。
ア　複数年にわたる造林の長期受委託契約の締結に係る同意の
取り付けのために要する経費

イ　再造林経費の拠出を目的とした基金の造成及び運営に要す
る経費

補助率は同時に実施した上記の一貫作業、低
コスト造林、下刈りによる。

補助率が実行経費の３分の２の場合、上限
26,000円/ha（千円未満切捨て）。

補助率が２分の１の場合、

上限19,500円/ha（千円未満切捨て）。

森林作業道整備 本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「１　間伐材生産」の

「関連条件整備活動等」に準ずる。ただし、知事が別に定める
生産基盤強化区域内で実施すること。

補助率は同時に実施した上記の一貫作業、低

コスト造林、下刈りによる。

補助率が実行経費の３分の２の場合、上限
2,600円/m（千円未満切捨て）。

補助率が２分の１の場合、
上限2,000円/m（千円未満切捨て）。

鳥獣害対策防止施設等の整備 本表の「０１　体質強化・花粉削減」、「２　路網の整備」の
「関連条件整備」に準ずる。

補助率は同時に実施した上記の一貫作業、低
コスト造林、下刈りによる。

補助率が実行経費の３分の２の場合は、別途

高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ
当たりの標準単価（間接費含む。）の３分の

２（千円未満切捨て）により算出した額以
内。

補助率が実行経費の２分の１の場合は、別途
高知県造林事業で定める１ha当たり又は10ｍ

当たりの標準単価（間接費含む。）の２分の
１（千円未満切捨て）により算出した額以

内。

　　　（略）



新旧対照表

新 旧

別表第２(第５条－第７条関係）

「略」

別表第３(第５条関係）

「略」

（削除）

別表第２(第５条－第７条関係）

「略」

別表第３(第５条関係）

「略」

付表

上限事業費 ０２　循環成長

１　低コスト再造林

　（ア）　森林の調査等

　　１施行地につき・・・・・・・・・１ヘクタール当たり39,000円

　　※間接費を除く

　（イ）　森林作業道

　　１路線につき・・・・・・・・・１メートル当たり4,000円

　　※間接費を除く



新旧対照表

新 旧

別表第４

１　衛星通信機器等の活用がない場合

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

169,000 174,000 186,000 191,000 200,000 205,000 210,000 222,000 227,000 235,000

242,000 250,000 267,000 274,000 286,000 293,000 301,000 318,000 325,000 337,000

385,000 395,000 423,000 434,000 453,000 465,000 476,000 504,000 515,000 534,000

519,000 534,000 571,000 586,000 612,000 628,000 643,000 680,000 695,000 721,000

２　衛星通信機器等の活用がある場合

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

171,000 176,000 188,000 193,000 202,000 207,000 212,000 224,000 229,000 238,000

245,000 252,000 269,000 277,000 289,000 296,000 303,000 321,000 328,000 340,000

388,000 399,000 426,000 438,000 458,000 470,000 481,000 508,000 520,000 539,000

523,000 539,000 576,000 592,000 618,000 634,000 649,000 686,000 702,000 728,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。

注2）搬出材積区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

間伐材の生産（定額単価）
単位：円/ha当たり以内

間接費率

10m3以上30m3未満

30m3以上50m3未満

50m3以上70m3未満

70m3以上

単位：円/ha当たり以内

間接費率

10m3以上30m3未満

30m3以上50m3未満

50m3以上70m3未満

70m3以上

搬出材積区分

定
額
単
価

搬出材積区分

定
額
単
価

注3）「２　衛星通信機器等の活用がある場合」の定額単価は、労働災害等の発生時に消防や救急機関等への緊急連絡体制を確保するための衛生通信機器等の活用がある場合に適
　　用するものとする。

１　衛星通信機器等の活用がない場合

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

①事業費が1,273,000円/㏊以下の場合 848,000 873,000 932,000 958,000 1,000,000 1,026,000 1,051,000 1,110,000 1,136,000 1,178,000

②上記の条件を満たしていない場合 636,000 655,000 699,000 718,000 750,000 769,000 788,000 833,000 852,000 884,000

①事業費が1,292,000円/㏊以下の場合 861,000 886,000 947,000 972,000 1,015,000 1,041,000 1,067,000 1,127,000 1,153,000 1,196,000

②上記の条件を満たしていない場合 646,000 665,000 710,000 729,000 762,000 781,000 801,000 846,000 865,000 897,000

２　衛星通信機器等の活用がある場合

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

①事業費が1,285,000円/㏊以下の場合 856,000 881,000 941,000 967,000 1,010,000 1,035,000 1,061,000 1,121,000 1,147,000 1,189,000

②上記の条件を満たしていない場合 642,000 661,000 706,000 725,000 757,000 776,000 796,000 841,000 860,000 892,000

①事業費が1,304,000円/㏊以下の場合 869,000 895,000 955,000 981,000 1,025,000 1,051,000 1,077,000 1,138,000 1,164,000 1,207,000

②上記の条件を満たしていない場合 652,000 671,000 717,000 736,000 769,000 788,000 808,000 854,000 873,000 906,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。

注2）条件区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

一貫作業システム（定額単価）
単位：円/ha当たり以内

間接費率

単位：円/ha当たり以内

間接費率

樹種 条件区分

定
額
単
価

スギ

ヒノキ

樹種 条件区分

定
額
単
価

スギ

ヒノキ

注3）「２　衛星通信機器等の活用がある場合」の定額単価は、労働災害等の発生時に消防や救急機関等への緊急連絡体制を確保するための衛生通信機器等の活用がある場合に適
　　用するものとする。

別表第４

「新設」

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

10m3以上30m3未満 169,000 174,000 186,000 191,000 200,000 205,000 210,000 222,000 227,000 235,000

30m3以上50m3未満 241,000 248,000 265,000 272,000 285,000 292,000 299,000 316,000 323,000 335,000

50m3以上70m5未満 381,000 392,000 418,000 431,000 449,000 461,000 472,000 499,000 510,000 529,000

70m3以上 513,000 528,000 564,000 580,000 605,000 621,000 636,000 672,000 687,000 713,000

10m3以上30m3未満 169,000 174,000 186,000 191,000 200,000 205,000 210,000 222,000 227,000 235,000

30m3以上50m3未満 241,000 248,000 265,000 272,000 285,000 292,000 299,000 316,000 323,000 335,000

50m3以上70m5未満 313,000 322,000 344,000 354,000 369,000 379,000 388,000 410,000 419,000 435,000

70m3以上 377,000 388,000 415,000 426,000 445,000 456,000 468,000 494,000 505,000 524,000

10m3以上30m3未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30m3以上50m3未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50m3以上70m5未満 68,000 70,000 74,000 77,000 80,000 82,000 84,000 89,000 91,000 94,000

70m3以上 136,000 140,000 149,000 154,000 160,000 165,000 168,000 178,000 182,000 189,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。

注2）搬出材積区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

間伐材の生産（定額単価）
単位：円/ha当たり以内

間接費率
搬出材積区分

定
額
単
価

国
費

県
費

定
額
単
価
の
財
源
内
訳



新旧対照表

新 旧

１　衛星通信機器等の活用がない場合

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

①事業費が891,000円/㏊以下の場合 594,000 611,000 653,000 671,000 700,000 718,000 736,000 778,000 795,000 825,000

②上記の条件を満たしていない場合 445,000 458,000 489,000 502,000 525,000 538,000 551,000 582,000 596,000 618,000

①事業費が910,000円/㏊以下の場合 606,000 624,000 666,000 684,000 715,000 733,000 751,000 793,000 812,000 842,000

②上記の条件を満たしていない場合 455,000 468,000 500,000 514,000 536,000 550,000 564,000 596,000 609,000 632,000

２　衛星通信機器等の活用がある場合

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

①事業費が899,000円/㏊以下の場合 599,000 616,000 658,000 676,000 706,000 724,000 742,000 784,000 802,000 832,000

②上記の条件を満たしていない場合 449,000 462,000 493,000 507,000 529,000 543,000 556,000 588,000 601,000 624,000

①事業費が919,000円/㏊以下の場合 612,000 630,000 673,000 691,000 722,000 740,000 758,000 801,000 820,000 850,000

②上記の条件を満たしていない場合 459,000 472,000 504,000 518,000 541,000 555,000 569,000 601,000 615,000 638,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。

注2）条件区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

低コスト造林（定額単価）
単位：円/ha当たり以内

間接費率

単位：円/ha当たり以内

間接費率

樹種 条件区分

定
額
単
価

スギ

ヒノキ

樹種 条件区分

定
額
単
価

スギ

ヒノキ

注3）「２　衛星通信機器等の活用がある場合」の定額単価は、労働災害等の発生時に消防や救急機関等への緊急連絡体制を確保するための衛生通信機器等の活用がある場合に適
　　用するものとする。

１　熱中症対策経費がない場合

0% 3% 10% 13% 18% 21% 24% 31% 34% 39%

①衛星通信機器等の活用なし 117,000 120,000 128,000 132,000 138,000 141,000 145,000 153,000 156,000 162,000

②衛星通信機器等の活用あり 118,000 121,000 129,000 133,000 139,000 142,000 146,000 154,000 158,000 164,000

隔年 ①衛星通信機器等の活用なし・あり 124,000 127,000 136,000 140,000 146,000 150,000 153,000 162,000 166,000 172,000

２　熱中症対策経費がある場合

1% 4% 11% 14% 19% 22% 25% 32% 35% 40%

①衛星通信機器等の活用なし 118,000 121,000 129,000 133,000 139,000 142,000 146,000 154,000 157,000 163,000

②衛星通信機器等の活用あり 119,000 122,000 130,000 134,000 140,000 143,000 147,000 155,000 159,000 165,000

隔年 ①衛星通信機器等の活用なし・あり 125,000 128,000 137,000 141,000 147,000 151,000 155,000 163,000 167,000 173,000

注1）上記の定額単価には間接費を含む。

注2）条件区分と間接費率の交点にある定額単価を適用するものとする。

下刈り（定額単価）
単位：円/ha当たり以内

間接費率

単位：円/ha当たり以内

間接費率

注3）条件区分の「②衛星通信機器等の活用あり」は、労働災害等の発生時に消防や救急機関等への緊急連絡体制を確保するための衛生通信機器等の活用がある場合に適用するも
　　 のとする。

注4）「２　熱中症対策経費がある場合がある場合」の定額単価は、７月１日から９月30日までの期間に、事業期間の過半を占める下刈りの場合に適用するものとする。

注5）隔年下刈りについては、国が定める定額単価を上回るため、注3)の適用に関わらず同一単価とする。

種別 条件区分

定
額
単
価

毎年

種別 条件区分

定
額
単
価

毎年

「新設」

「新設」



新旧対照表

新 旧

別記

第１号様式（第４条関係）

「略」

１ 「略」

２ 事業の内容及び経費の配分

（１） 総括

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

円 円 円 円

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　（削除）

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域における
路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　（削除）

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

０１　体質強
化・花粉削減

１　間伐材生産

別記

第１号様式（第４条関係）

「略」

１ 「略」

２ 事業の内容及び経費の配分

（１） 総括

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

円 円 円 円

　間伐材の生産

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域における
路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

０１　体質強
化・花粉削減

１　間伐材生産



新旧対照表

新 旧

１　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　（削除）

　森林作業道整備

　森林作業道の機能強化

　関連条件整備

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

（注）該当のメニュー以外は省略してください。

（総計）

０２　循環成
長

１　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

（新設）

　関連条件整備

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

（注）該当のメニュー以外は省略してください。

（総計）

０２　循環成
長



新旧対照表

新 旧

３～５ 「略」

（２）事業計画

着手 完成

県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

円 円 円 円

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２路網の整備 林業専用道
(規格相当)整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備
(関連条件整備を含む。)

（計）

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

林業専用道
(規格相当)整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道の機能強化
(関連条件整備を含む。)

（計）

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

工　　期

（注）１　間伐材生産及び低コスト再造林対策については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。
　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。

事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考

１間伐材生産
　間伐材の生産

３　スギ人工林伐採重点

区域における路網の整備

０２　循環成長 １間伐材生産

２路網の整備

０１　体質強
化・花粉削減

３低コスト再造林対策

３～５ 「略」

（２）事業計画

着手 完成

県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

円 円 円 円

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備

(森林作業道整備)

関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２路網の整備 林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

（計）

　林業専用道

　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

　間伐材の生産

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備

(森林作業道整備)

関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

(新設)

（計）

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備

(森林作業道整備)

関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

工　　期

（注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。

　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。

事業区分

(メニュー)
事業種目

事業実施

主 体 名

施  行

箇所名
区    分

構造規格

又は規模
事業量

事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考

１間伐材生産
　間伐材の生産

３　スギ人工林伐採重点

区域における路網の整備

０２　循環成長 １間伐材生産

２路網の整備

０１　体質強

化・花粉削減

３低コスト再造林対策



新旧対照表

新 旧

第２号様式（第５条関係）～第３号様式（第８条関係） 「略」

別紙第４号様式（第９条関係）

「略」

（令和　　年　　月　　日現在）

事業量 事業費 事業量 事業費

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ)

１　間伐材生産

間伐材の生産

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)
　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)
　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

林業専用道

(規格相当)整備

（削除）

森林作業道整備

関連条件整備

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域に

　　おける路網の整備
林業専用道

(規格相当)整備

（削除）

森林作業道整備

関連条件整備

（計）

１　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)
　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)
　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

（削除）

計画 出来高
 事業区分

(メニュー)及び
事業種目

区    分
事業実施
主    体

施行箇所
(路線名)

進捗率

０１　体質強

化・花粉削減

０２　循環成長

第２号様式（第５条関係）～第３号様式（第８条関係） 「略」

別紙第４号様式（第９条関係）

「略」

（令和　　年　　月　　日現在）

事業量 事業費 事業量 事業費

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ)

１　間伐材生産

間伐材の生産

関連条件整備

(森林調査等)
関連条件整備
(森林作業道整備)
関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

林業専用道

(規格相当)整備

関連条件整備

森林作業道整備

関連条件整備

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域に
　　おける路網の整備

林業専用道
(規格相当)整備

関連条件整備

森林作業道整備

関連条件整備

（計）

１　間伐材生産

　間伐材の生産

関連条件整備
(森林調査等)
関連条件整備
(森林作業道整備)
関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

関連条件整備

計画 出来高
 事業区分

(メニュー)及び
事業種目

区    分
事業実施
主    体

施行箇所
(路線名)

進捗率

０２　循環成長

０１　体質強
化・花粉削減



新旧対照表

新 旧

第５号様式（第 10 条関係）

「略」

　森林作業道整備

　森林作業道の機能強化

　関連条件整備

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)
　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)
　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

（注）該当のメニュー以外は省略してください。

（総計）

１　補助事業の成績
（１） 総括

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

円 円 円 円

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　（削除）

区　　　分
(メニュー及び

事業種目)

負担区分

備　考

０１　体質強
化・花粉削減

１　間伐材生産

第５号様式（第 10 条関係）

「略」

　森林作業道整備

　（新設）

　関連条件整備

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

関連条件整備

(森林調査等)
関連条件整備

(森林作業道整備)
関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

（注）該当のメニュー以外は省略してください。

（総計）

１　補助事業の成績
（１） 総括

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

円 円 円 円

　間伐材の生産

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備

区　　　分
(メニュー及び

事業種目)

負担区分

備　考

０１　体質強
化・花粉削減

１　間伐材生産



新旧対照表

新 旧

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域における路網の
整備

林業専用道
(規格相当)整備

　（削除）

森林作業道整備

関連条件整備

（計）

１　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　（削除）

　森林作業道整備

　森林作業道の機能強化

　関連条件整備

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

０２　循環成
長

　森林作業道整備

　関連条件整備

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域における路網の
整備

林業専用道
(規格相当)整備

関連条件整備

森林作業道整備

関連条件整備

（計）

１　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

（新設）

　関連条件整備

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備
　(鳥獣被害防止施設整備)

０２　循環成
長



新旧対照表

新 旧

（計）

（注）該当のメニュー以外は省略してください。

（総計）

（２）事業実績

県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

円 円 円 円

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２路網の整備 林業専用道

(規格相当)整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備
(関連条件整備を含む。)

（計）

林業専用道
(規格相当)整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道の機能強化
(関連条件整備を含む。)

（計）

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

林業専用道
(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備
(関連条件整備を含む。)

（計）

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

工　　期

（注）１　間伐材生産及び低コスト再造林対策については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。

　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。

事業区分

(メニュー)
事業種目

事業実施

主 体 名

施  行

箇所名
区    分

構造規格

又は規模
事業量

事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考着手 完成

１間伐材生産
　間伐材の生産

３　スギ人工林伐採重点区域に
おける路網の整備

０２　循環成長 １間伐材生産

２路網の整備

０１　体質強化・
花粉削減

３低コスト再造林対策

（計）

（注）該当のメニュー以外は省略してください。

（総計）

（２）事業実績

県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

円 円 円 円

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備
(森林作業道整備)

関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２路網の整備 林業専用道

(規格相当)整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

（計）

林業専用道

(規格相当)整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備
(関連条件整備を含む。)

(新設)

（計）

　間伐材の生産

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備
(森林作業道整備)

関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

林業専用道

(規格相当)整備
(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備
(関連条件整備を含む。)

（計）

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備
(森林作業道整備)

関連条件整備
(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

工　　期

（注）１　間伐材生産については、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。

　　　２　「施行箇所名」欄は、路網の整備については、路線名を記入してください。

事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考着手 完成

１間伐材生産
　間伐材の生産

３　スギ人工林伐採重点区域に
おける路網の整備

０２　循環成長 １間伐材生産

２路網の整備

０１　体質強化・

花粉削減

３低コスト再造林対策



新旧対照表

新 旧

２　事業完成年月日

３　収支精算
 (1)　収  入

（注）　「予算額」欄は、前回申請書（重要変更を含む。）に記入したとおりとしてください。

 (2)　支　出

１　間伐材生産

間伐材の生産

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

（削除）

　森林作業道整備

　関連条件整備

３　スギ人工林伐採重点区域における路網の
整備

林業専用道
(規格相当)整備

（削除）

森林作業道整備

関連条件整備

０２　循環成長
１　間伐材生産

間伐材の生産

　関連条件整備活動等
　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等
　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等
　(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

区　　分 予算額 精算額 差引き増減 備　　　考

県補助金 円 円 円

市町村費

その他負担金

計

区　　分 予算額

(A)

精算額

(B)

差引き増減

(C)
備　　　考

円 円 円
０１　体質強化・花粉削
減

２　事業完成年月日
３　収支精算

 (1)　収  入

（注）　「予算額」欄は、前回申請書（重要変更を含む。）に記入したとおりとしてください。

 (2)　支　出

１　間伐材生産

間伐材の生産

　関連条件整備

　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　関連条件整備

３　スギ人工林伐採重点区域における路網の

整備

林業専用道

(規格相当)整備

関連条件整備

森林作業道整備

関連条件整備

０２　循環成長
１　間伐材生産

間伐材の生産

　関連条件整備

　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

区　　分 予算額 精算額 差引き増減 備　　　考

県補助金 円 円 円

市町村費

その他負担金

計

区　　分 予算額
(A)

精算額
(B)

差引き増減
(C)

備　　　考

円 円 円
０１　体質強化・花粉削

減



新旧対照表

新 旧

（削除）

　森林作業道整備

　森林作業道の機能強化

　関連条件整備

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

関連条件整備活動等
(関連条件整備活動)

関連条件整備活動等
(森林作業道整備)

関連条件整備活動等

(鳥獣被害防止施設整備)

（注）１　事業における区分は、別表第１の事業種目を記入してください。

　　　２　該当のメニュー以外は省略してください。

計

 (3)　収支精算

０１　体質強化・花粉削

減 １　間伐材生産

間伐材の生産

関連条件整備活動等

(関連条件整備活動)

関連条件整備活動等

(森林作業道整備)

関連条件整備活動等

(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

（削除）

　森林作業道整備

　関連条件整備

３　スギ人工林伐採重点区域における路網の
整備

林業専用道
(規格相当)整備

（削除）

区　　分
県補助金

交付決定額
精算事業費
総　　　額

県補助率
精 算 県
補助金額

既　受　領
県補助金額

差引き県補助 金
未受領 (返還)額

　関連条件整備

　森林作業道整備

（新設）

　関連条件整備

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備

　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

（注）１　事業における区分は、別表第１の事業種目を記入してください。

　　　２　該当のメニュー以外は省略してください。

計

 (3)　収支精算

０１　体質強化・花粉削

減 １　間伐材生産

間伐材の生産

　関連条件整備

　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　関連条件整備

３　スギ人工林伐採重点区域における路網の

整備

林業専用道

(規格相当)整備

　関連条件整備

区　　分
県補助金

交付決定額
精算事業費
総　　　額

県補助率
精 算 県
補助金額

既　受　領
県補助金額

差引き県補助金
未受領(返還)額



新旧対照表

新 旧

第６号様式（第 10 条関係）～第７号様式（第 11 条関係） 「略」

森林作業道整備

関連条件整備

０２　循環成長
１　間伐材生産

間伐材の生産

関連条件整備活動等

(関連条件整備活動)

関連条件整備活動等
(森林作業道整備)

関連条件整備活動等

(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

（削除）

　森林作業道整備

　森林作業道の機能強化

　関連条件整備

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

関連条件整備活動等
(関連条件整備活動)

関連条件整備活動等

(森林作業道整備)

関連条件整備活動等

(鳥獣被害防止施設整備)

（注）１　事業における区分は、別表第１の事業種目を記入してください。
　　　２　該当のメニュー以外は省略してください。

４　添付書類
 (１)　出来高設計書
 (２)　別記第１号様式の５の(３)に同じ。
 (３)　事業実施箇所別表（別紙６）
 (４)　低コスト再造林対策事業費積算書（別紙７）

計

第６号様式（第 10 条関係）～第７号様式（第 11 条関係） 「略」

森林作業道整備

関連条件整備

０２　循環成長
１　間伐材生産

間伐材の生産

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　森林作業道の機能強化

　関連条件整備

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備
　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

（注）１　事業における区分は、別表第１の事業種目を記入してください。
　　　２　該当のメニュー以外は省略してください。

４　添付書類
 (１)　出来高設計書
 (２)　別記第１号様式の５の(３)に同じ。
 (３)　事業実施箇所別表（別紙６）
 (４)　低コスト再造林対策事業費積算書（別紙７）

計



新旧対照表

新 旧

第８号様式（第 12 条関係）

「略」

令和　　年度　　事業変更計画書　

１　事業の内容及び経費の配分

（１）総　括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

県補助金
(Ａ)

市町村費
(Ｂ)

その他
(Ｃ)

事　　

業　　

費

１　間伐材生産

円 円 円 円

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

小計

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　(関連条件整備を含む。)

　森林作業道整備

　(関連条件整備を含む。)

小計

３　スギ人工林伐採重点区域における路網

の整備

林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

小計

事　　

業　　

費

１　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)

区　分
総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)

負　　　担　　　区　　　分

備　考

０２　循環成長

０１　体質強

化・花粉削減

第８号様式（第 12 条関係）

「略」

令和　　年度　　事業変更計画書　

１　事業の内容及び経費の配分

（１）総　括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

県補助金
(Ａ)

市町村費
(Ｂ)

その他
(Ｃ)

事　　

業　　

費

１　間伐材生産

円 円 円 円

　間伐材の生産

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備

(森林作業道整備)

関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

小計

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　(関連条件整備を含む。)

　森林作業道整備

　(関連条件整備を含む。)

小計

３　スギ人工林伐採重点区域における路網

の整備

林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

小計

事　　

業　　

費

１　間伐材生産

　間伐材の生産

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備

(森林作業道整備)

区　分
総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)

負　　　担　　　区　　　分

備　考

０２　循環成長

０１　体質強

化・花粉削減



新旧対照表

新 旧

（２） 「略」

２～３ 「略」

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

小計

２　路網の整備

林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

　（削除）

　森林作業道整備

　(関連条件整備を含む。)

　森林作業道の機能強化

　(関連条件整備を含む。)

　（削除）

小計

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

小計

　（注）  １　「事業費」欄の事業費は、消費税額を含めた額を記入してください。

　   　   ２　「備考」欄は、消費税仕入控除税額がある場合に消費税額を記入してください。

　　　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

計

令和　　年度　　事業支出決算見込み書

県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計

１　間伐材生産 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

予　　算　　額 年度内支出決算見込額 翌年度繰越見込額 不要見込額
区　　　分

０１　体質強

化・花粉削減

事　　

業　　

費

（２） 「略」

２～３ 「略」

関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

小計

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

（新設）

　関連条件整備

小計

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

関連条件整備

(森林調査等)

関連条件整備

(森林作業道整備)

関連条件整備

(鳥獣被害防止施設整備)

小計

　（注）  １　「事業費」欄の事業費は、消費税額を含めた額を記入してください。

　   　   ２　「備考」欄は、消費税仕入控除税額がある場合に消費税額を記入してください。

　　　　　３　該当のメニュー以外は省略してください。

計

令和　　年度　　事業支出決算見込み書

県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計

１　間伐材生産 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

　間伐材の生産

　関連条件整備

　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

予　　算　　額 年度内支出決算見込額 翌年度繰越見込額 不要見込額
区　　　分

０１　体質強

化・花粉削減

事　　
業　　

費



新旧対照表

新 旧

繰越理由書 「略」

変更比較工定表 「略」

第９号様式（第 13 条関係） 「略」

別紙１～別紙３ 「略」

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　(関連条件整備を含む。)

　森林作業道整備

　(関連条件整備を含む。)

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域における

路網の整備

林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

（計）

０２　循環成長 １　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

　（削除）

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

　森林作業道の機能強化

　(関連条件整備を含む。)

　（削除）

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備活動等

　(関連条件整備活動)

　関連条件整備活動等

　(森林作業道整備)

　関連条件整備活動等

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

合計

繰越理由書 「略」

変更比較工定表 「略」

第９号様式（第 13 条関係） 「略」

別紙１～別紙３ 「略」

２　路網の整備

　林業専用道
　(規格相当)整備

　(関連条件整備を含む。)

　森林作業道整備

　(関連条件整備を含む。)

（計）

３　スギ人工林伐採重点区域における

路網の整備

林業専用道

(規格相当)整備

(関連条件整備を含む。)

森林作業道整備

(関連条件整備を含む。)

（計）

０２　循環成長 １　間伐材生産

　間伐材の生産

　関連条件整備

　(森林調査等)

　関連条件整備
　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

２　路網の整備

　林業専用道

　(規格相当)整備

　関連条件整備

　森林作業道整備

　（新設）

　関連条件整備

（計）

３　低コスト再造林対策

　一貫作業システム

　低コスト造林

　下刈り

　機械器具の整備

　関連条件整備

　(森林調査等)

　関連条件整備

　(森林作業道整備)

　関連条件整備

　(鳥獣被害防止施設整備)

（計）

合計



新旧対照表

新 旧

申請時(します)☐ 報告時(しました)☐

チェック

① ☐

② ☐

チェック

③ ☐

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

チェック

⑧ ☐

⑨ ☐

チェック

⑩ ☐

チェック

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

⑭ ☐

別紙４

環境負荷低減チェックシート(林業事業者等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日

(１)適正な施肥 ※ 種苗生産を行う場合(該当しない ☐)

肥料の適正な保管

肥料の使用状況等の記録・保存に努める

(２)適正な防除 ※ 農薬を使用する場合(該当しない ☐)

農薬の適正な使用・保管

農薬の使用状況等の記録・保存

(３)エネルギーの節減

林業機械や施設の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

(４)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(５)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

廃棄物の削減に努め、適正に処理

未利用材の有効活用を検討

(６)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施(物資調達、施業等)に努める

(７)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(１)、(２)又は(４)の※で示す場合に該当しない場合は、「該当しない」にチェック

をすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。

申請時(します)☐ 報告時(しました)☐

チェック

① ☐

② ☐

チェック

③ ☐

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

チェック

⑧ ☐

⑨ ☐

チェック

⑩ ☐

チェック

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

⑭ ☐

別紙４

環境負荷低減チェックシート(林業事業者等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日

(１)適正な施肥 ※ 種苗生産を行う場合(該当しない ☐)

肥料の適正な保管

肥料の使用状況等の記録・保存に努める

(２)適正な防除 ※ 農薬を使用する場合(該当しない ☐)

農薬の適正な使用・保管

農薬の使用状況等の記録・保存

(３)エネルギーの節減

林業機械や施設の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

(４)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(５)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

廃棄物の削減に努め、適正に処理

未利用材の有効活用を検討

(６)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施(物資調達、施業等)に努める

(７)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(１)、(２)又は(４)の※で示す場合に該当しない場合は、「該当しない」にチェック

をすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。



新旧対照表

新 旧

申請時(します)☐

チェック

① ☐

② ☐

③ ☐

チェック

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

⑧ ☐

チェック

⑨ ☐

⑩ ☐

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

別紙５

環境負荷低減チェックシート(その他民間事業者・自治体等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日 報告時(しました)☐

(１)エネルギーの節減

オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないこと(照明、空調、ウ 
ォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等)を検討

環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討

(２)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(３)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

資源の再利用を検討

(４)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施に努める ※ 生物多様性への影響が想定される工
事等を実施する場合(該当しない □)

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 ※ 特定事業場である場合(該当しない □)

(５)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

機械等の適切な整備と管理に努める(該当しない □)

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(２)、(４)の⑦若しくは⑧又は(５)の⑫に該当しない場合は、「該当しない」に

チェックをすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。

申請時(します)☐

チェック

① ☐

② ☐

③ ☐

チェック

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

⑧ ☐

チェック

⑨ ☐

⑩ ☐

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

別紙５

環境負荷低減チェックシート(その他民間事業者・自治体等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日 報告時(しました)☐

(１)エネルギーの節減

オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないこと(照明、空調、ウ 
ォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等)を検討

環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討

(２)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(３)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

資源の再利用を検討

(４)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施に努める ※ 生物多様性への影響が想定される工
事等を実施する場合(該当しない □)

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 ※ 特定事業場である場合(該当しない □)

(５)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

機械等の適切な整備と管理に努める(該当しない □)

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(２)、(４)の⑦若しくは⑧又は(５)の⑫に該当しない場合は、「該当しない」に

チェックをすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。



新旧対照表

新 旧

別紙６

事業実施箇所別表 「略」

０１ 体質強化・花粉削減 １ 間伐材生産～０２ 循環成長 １ 間伐材生産 「略」

０２　循環成長　２　路網の整備 (単位：ｍ、円）

事業実施主体 林小班 全幅員
開設延長

①
単価

②÷①
備考

合計

(注）１　事業種目別及び路線ごとに記入してください。

 　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図）を添えてください。

事業種目 路線名
事業費(実行経費）

②
補助金の交付額

林業専用道
　(規格相当)整備

小計

森林作業道整備

小計

森林作業道の機能強
化

小計

別紙６

事業実施箇所別表 「略」

０１ 体質強化・花粉削減 １ 間伐材生産～０２ 循環成長 ２ 路網の整備 「略」

０２　循環成長　２　路網の整備 (単位：ｍ、円）

事業実施主体 林小班 全幅員
開設延長

①
単価

②÷①
備考

合計

(注）１　事業種目別及び路線ごとに記入してください。

 　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図）を添えてください。

事業種目 路線名
事業費(実行経費）

②
補助金の交付額

林業専用道
　(規格相当)整備

小計

森林作業道整備

小計



新旧対照表

新 旧

０２　循環成長　３　低コスト再造林対策

下刈り

集材 材積 末木枝条伐採 苗木

上段：集材方法

下段：主なシステム

上段：伐採材積

下段：うち枝条分材積

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

上段：苗木の種類

下段：植栽本数

森連○○共販所

○○m3

合　計

（注）１　面積は、小数点以下２位まで記入してください。
　　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図及び実測図）を添えてください。
　　  ３　集材方法には略称番号①全木集材、②全幹集材を記入してください
　　　　　主なシステムには略称番号①架線、②簡易架線、③車両を記入してください。
　　　４　苗木の種類は裸苗、コンテナ苗を記入してください。
　　  ５　末木枝条伐採欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください。

　　  ６　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２m3）。

森　林　の　所　在　地 森　　林　　の　　現　　況 集材 植栽

事業実施主体 番号 森林所有者 備考

市町村 大字 字 地番
面積
(ha)

樹種 林齢
生産基盤　

強化区域名
実施主体 実施主体 地拵の有無 実施主体

別紙７
低コスト再造林対策事業費積算書

１．実行経費
（１）集材 単位：ｍ3、円

ａ事業量
①事業費

（実行経費）
ｂ事業量

②事業費
（実行経費）

（ア）枝条等の重量（ｔ）による事業量については、容量（ｍ3、少数以下切捨て整数止め）に換算して算出してください。

（イ）（ア）により算出する容量は、少数以下切捨てにより整数止めとしてください。

（ウ）②の事業費は①×ｂ/ａ（円未満切捨て）により算出してください。

（２）地拵え・再造林 単位：ｈａ、円

地拵え 樹種 苗木種
植栽本数

ｈａ当たり植栽本数
単価区分

（ア）事業量は樹種別に植え付け面積を記載のうえ、必要に応じて行を追加してください。

（イ）施業区分の地拵えは地拵えの有り・なしを記載してください。

（ウ）施業区分の樹種は、植栽する苗木の樹種を記載してください。

（エ）施業区分の苗木種は、普通苗、コンテナ苗の別を記載してください。

（オ）施業区分の植栽本数は、上段に全植栽本数、下段にｈａ当たりの植栽本数を記載してください。

（カ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

（キ）備考は、衛星通信機器等の活用の有り・なしを記載してください。

①集材経費 ②　①のうち末木枝条分

施　　業　　区　　分

ａ事業量（面積）
事業費

（実行経費）
備考

０２　循環成長　３　低コスト再造林対策

下刈り

集材 材積 末木枝条伐採 苗木

上段：集材方法

下段：主なシステム

上段：伐採材積

下段：うち枝条分材積

上段：搬出施設名

下段：搬出材積

上段：苗木の種類

下段：植栽本数

森連○○共販所

○○m3

合　計

（注）１　面積は、小数点以下２位まで記入してください。
　　　２　事業実施箇所を記入した施業実施図（5,000分の１の森林計画図及び実測図）を添えてください。
　　  ３　集材方法には略称番号①全木集材、②全幹集材を記入してください
　　　　　主なシステムには略称番号①架線、②簡易架線、③車両を記入してください。
　　　４　苗木の種類は裸苗、コンテナ苗を記入してください。
　　  ５　間伐材の流通欄は、上段に「搬入施設の名称」下段に「材積」を記入してください。

　　  ６　チップ等換算率は１．２とします（１トン当たり１．２m3）。

森　林　の　所　在　地 森　　林　　の　　現　　況 集材 植栽

事業実施主体 番号 森林所有者 備考

市町村 大字 字 地番
面積
(ha)

樹種 林齢
生産基盤　

強化区域名
実施主体 実施主体 地拵の有無 実施主体

別紙７
低コスト再造林対策事業費積算書

１．実行経費
（１）集材 単位：ｍ3、円

ａ事業量
①事業費

（実行経費）
ｂ事業量

②事業費
（実行経費）

（ア）枝条等の重量（ｔ）による事業量については、容量（ｍ3、少数以下切捨て整数止め）に換算して算出してください。

（イ）（ア）により算出する容量は、少数以下切捨てにより整数止めとしてください。

（ウ）②の事業費は①×ｂ/ａ（円未満切捨て）により算出してください。

（２）地拵え・再造林 単位：ｈａ、円

地拵え 樹種 苗木種
植栽本数

ｈａ当たり植栽本数
単価区分

（ア）事業量は植え付け面積を記載してください。

（イ）施業区分の地拵えは地拵えの有り・なしを記載してください。

（ウ）施業区分の樹種は、植栽する苗木の樹種を記載してください。

（エ）施業区分の苗木種は、普通苗、コンテナ苗の別を記載してください。

（オ）施業区分の植栽本数は、上段に全植栽本数、下段にｈａ当たりの植栽本数を記載してください。

（カ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

（新設）

①集材経費 ②　①のうち末木枝条分

施　　業　　区　　分

ａ事業量（面積）
事業費

（実行経費）



新旧対照表

新 旧

（３）下刈り 単位：ｈａ、円

熱中症対策経費 種別 累計回数 単価区分

（ア）施業区分の熱中症対策経費は熱中症対策経費の有り・なしを記載してください。

（イ）施業区分の種別は、毎年・隔年を記載してください。

（ウ）施業区分の累計回数は、補助事業の有無にかかわらず、当該事業地の下刈り回数の累計を記載してください。

（エ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

（オ）備考は、衛星通信機器等の活用の有り・なしを記載してください。

（４）関連条件整備活動等（鳥獣被害対策防止施設） 単位：ｍ、ｈａ、円

チューブ

ネット区分 支柱間隔
設置本数

ｈａ当たり設置本数

（ア）事業量欄は、ネットは設置延長を、チューブは設置面積を記載してください。

（イ）施業区分のネットのネット区分欄は下記区分から記載してください。

（ウ）施業区分のネットの支柱間隔欄は、３ｍ以下、３ｍ超～４ｍ以下、４ｍ超から記載してください。

（オ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

２．事業費、補助金（相当）額集計 単位：円

区分 集材（末木枝条） 地拵え・再造林 下刈り 関連条件整備活動等
（鳥獣被害対策防止施設）

計

事業費（実行経費）

補助金（相当）額

（ア）補助金（相当）額の集材（末木枝条）、地拵え・再造林の内訳は実行経費より案分して記載してください。

施業区分

施　　業　　区　　分

ネット

Ａ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｂ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

Ｃ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｄ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

Ｅ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ1.8m～2.0m未満網目50mm以下

Ｆ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ2.0m以上網目50mm以下

（エ）施業区分のチューブの設置本数は、上段に設置本数計を、下段にｈａ当たりの設置本数１，５００本／ｈａ以上２０００本／ｈａ未満、２０００本／ｈａ以上を記載してください。

ａ事業量（面積）
事業費

（実行経費）
備考

ａ事業量
（延長、面積）

事業費
（実行経費） 単価区分

（新設）

（３）関連条件整備（鳥獣被害対策防止施設） 単位：ｍ、ｈａ、円

チューブ

ネット区分 支柱間隔
設置本数

ｈａ当たり設置本数

（ア）事業量欄は、ネットは設置延長を、チューブは設置面積を記載してください。

（イ）施業区分のネットのネット区分欄は下記４区分から記載してください。

 　（新設）

（ウ）施業区分のネットの支柱間隔欄は、３ｍ以下、３ｍ超～４ｍ以下、４ｍ超から記載してください。

（オ）施業区分の単価区分は、上段に消費税区分（受託、請負、本則課税）、下段に高知県造林事業査定要領の７間接費等により算出される間接費率を記載してください。

２．事業費、補助金（相当）額集計 単位：円

区分 集材（末木枝条） 地拵え・再造林 関連条件整備
（鳥獣被害対策防止施設）

計

事業費（実行経費）

補助金（相当）額

（ア）補助金（相当）額の集材（末木枝条）、地拵え・再造林の内訳は実行経費より案分して記載してください。

施　　業　　区　　分

ネット

Ａ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｂ：補助ﾈｯﾄ一体型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

Ｃ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ1.8m～2.0m未満、網目100mm以下

Ｄ：補助ﾈｯﾄ分離型、高さ2.0m以上、網目100mm以下

 　（新設）

（エ）施業区分のチューブの設置本数は、上段に設置本数計を、下段にｈａ当たりの設置本数１，５００本／ｈａ以上２０００本／ｈａ未満、２０００本／ｈａ以上を記載してください。

ａ事業量
（延長、面積）

事業費
（実行経費） 単価区分


